
○旅行業者等の登録事項の変更届出書添付書類 【○：必ず提出　　　　△：必要に応じて提出】

（注２）

名称変更 ○ ○ （○） 登記事項証明書（個人が改姓する場合は戸籍謄本又は戸籍抄本）を添付する

本店所在地（個人の場合は住所）の移転 ○ ○ （○） 登記事項証明書（個人の場合は住民票）を添付する

（商号変更） ○ ○ （○）

代表者変更 ○ ○ 登記事項証明書及び欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付する

営業所の新設
○

（注１）
○ （○）

・管理者選任一覧表、選任管理者の合格者証（認定証）写し、履歴書、欠格事項に
該当しない旨の宣誓書、定期研修修了証の写し（過去５年以内に旅行業務取扱管
理者試験に合格した場合は不要）及び使用権を証する書類（建物登記簿謄本、賃貸
借契約書の写し等（転貸借の場合は、所有者と借主の契約書、所有者の同居承認
書、転貸借契約書の写し）を添付する

営業所の名称変更 ○ △ △ （○） 主たる営業所のみの変更の場合は、５号様式は（１）のみ

営業所の所在地変更 ○ △ △ （○）

・主たる営業所のみの変更の場合は、５号様式は（１）のみ
・使用権を証する書類（建物登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等（転貸借の場合
は、所有者と借主の契約書、所有者の同居承認書、転貸借契約書の写し）を添付す
る

営業所の廃止 ○ ○ （○）

取扱管理者の変更
取扱管理者選任一覧表、取扱管理者の合格者証（認定証）写し、履歴書、欠格事項
に該当しない旨の宣誓書及び定期研修修了証の写し（過去５年以内に旅行業務取
扱管理者試験に合格した場合は不要）を提出する

代理業者の新設
○

（注１）
○ ○

代理業者の廃止
○

（注３）
△

（注３）
代理業契約を解除したことを証する書類及び残務処理方法を記した書類を添付す
る

代理業者の住所変更 ○ ○ ○ 　（注１）　設置年月日を記入のこと。

代理業者の名称変更 ○ ○ ○ 　（注２）　（○）は代理業者が届出る場合に必要。

代理業者の営業所新設
○

（注１）
○ ○

　（注３）　代理業者を廃止したことにより、５号様式（３）が不要になった場合
　　　　 は添付する必要はない（代理業者が１社もなくなった場合等）。

代理業者営業所の名称変更 ○ ○ ○
　　　　　　また、５号様式（３）が不要になった場合は、その旨４号様式に記入
         のこと。

代理業者営業所の所在地変更 ○ ○ ○

代理業者営業所の廃止 ○ ○ ○

所属旅行業者の名称変更 ○ ○

所属旅行業者の所在地変更 ○ ○
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